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は

じ

め

に

(
1
)

筆
者

は
こ
れ
ま
で
乾
隆
初
年
長
江
上
流

の
金
沙
江
に
お
け
る
航
道
開
鑿

工
事
に
注
目
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ

し
て
工
事

の
意
義
を
再
考
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
前
稿

で
は
工
事
開
始
直
前
に
雲
南
で
行
わ
れ
た
雍
正
期

の

「改
土
帰
流
」
と
、
総
督
都

(
2
)

爾
泰

の
雲
南
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「改
土
帰
流
」
と
は
、
長
年
西
南
地
域

の
統
治
基
盤
で
あ

っ
た
土
司
制
度
を
廃
止
し
、
中
央
か
ら

派
遣
さ

れ
る
流
官
に
よ
る
内
地
同
様
の
州
県
制
に
移
行
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
雲
南
東
北
部
を
中
心
に
、
武
力
行
使
も
辞
さ
ず
精

力
的
に
展
開
さ
れ
た

の
が
雍
正
期
で
あ
り
、
雲
南
赴
任
中

の
郡
爾
泰
第

一
の
功
績

で
あ

っ
た
。

こ
の
改
土
帰
流
の
結
果
、
西
南
地
域
の
開
発
が
大

い
に
促
進
さ
れ
た
と
、
近
年
中
国
で
は
高
く
評
価
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
土
司
の
存
在

に
よ

っ
て
地
理
的
に
ま
た
経
済
的
に
も
閉
鎖
状
況
に
あ

っ
た
雲
南
を
、
外
界

へ
開
放
す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
雍
正

以
前
の
改
土
帰
流
と
比
べ
、
土
司
排
除
を
明
確
に
目
的
と
し
て
い
た
分
、
よ
り
効
果
的
に
働

い
た
と
も
言
え
る
。
し
か

し
改
土
帰
流
が
直
接

地
域
開
発
に
作
用
し
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
言

い
難

い
。
む
し
ろ
改
土
帰
流
後
の
雲
南
で
ど

の
よ
う
な
政
策
が
執
ら
れ
た

か
が
問
題
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
先
鞭
と
な

っ
た
郡
爾
泰

の
政
策
方
針
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
郡
爾
泰
が
雲
南
経
営
そ
の
も
の
に
も

意
欲
的

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
筆
者
が
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

改
土
帰
流
に
よ

っ
て
統
治
方
法

の
大
規
模
な
転
換
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
雲
南
で
は
新
し

い
体
制
を

一
か
ら
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
た
。
郡
爾
泰
は
そ
の
先
駆
け
と
な

っ
て

一
定

の
成
果
を
上
げ
た
が
、
雍
正
九
年

(
一
七
三

一
)
に
は
京
師

へ
召
さ
れ
大
学
士
の
地
位
に
就

い
て
い
る
。
で
は
以
後

の
雲
南
経
営
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
か
。

(
3
)

雍
正
末
か
ら
乾
隆
初
に
か
け
て
雲
南
総
督
に
は
四
人
が
就

い
て
い
る
が
、
中
で
も
乾
隆
六
年

(
一
七
四

一
)
に
雲
南
巡
撫
か
ら
総
督
に
就

任
し
た
張
允
隨

は
、
雲
南
赴
任
歴
が
ず
ば
抜
け
て
長

い
人
物
で
あ
る
。
康
煕
五
十
七
年

(
一
七

一
八
)
雲
南
楚
雄
府
知

府
と
な

っ
て
以
来
、
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各
知
府

・
按
察
使

・
布
政
使
等
を
歴
任
し
、
な
ん
と
三
十
二
年
間
に
わ
た

っ
て
雲
南
経
営
に
携
わ
り
続
け
た
。
同
じ
省

に
こ
れ
ほ
ど
長
期
間

赴
任
す

る
の
は
珍
し

い
。
本
来
現
地
と
の
癒
着
を
問
題
と
し
て
忌
避
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他

に
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
那
爾
泰

の
推
挙

に
よ

っ
て
雍
正
帝
と
の
面
会
を
果
た
し
て
お
り
、
彼

の
傘
下
で
改
土
帰
流

の
推
進
に
も
活
躍
し
て
い
て
、
二
人

の
関
係
は
深
い
。
な

に
よ
り
金
沙
江
開
繋
工
事
は
那
爾
泰

の
提
案
を
踏
ま
え
、
張
允
隨

の
指
揮

の
下
で
実
現
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
の
詳
細
は
以
前
に
筆
者
が
述
べ

た
と
お
り
、
官
営
の

一
大
事
業
で
あ

っ
た
。

本
稿

で
は
郷
爾
泰
以
後

の
総
督
で
、
特
に
注
目
に
値
す
る
人
物
と
し
て
張
允
隨

の
雲
南
経
営
を
取
り
上
げ
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
思
う
。
そ
の
上
で
開
発
政
策

の

一
つ
と
し
て
、
今

一
度
金
沙
江
開
墾
工
事
の
意
義
を
考
え
た
い
。

一
連
の
政
策

に
よ

っ
て
雲
南
に
何

が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
4
)

で
は
本
題
に
入
る
前
に
、
張
允
隨

と
は
ど
の
様
な
人
物
で
あ

っ
た
の
か
、
こ
こ
で
も
う
少
し
詳
し
く
触
れ
て
お
こ
う

。

張
允
隨

は
康
煕
三
十
五
年

(
一
六
九
六
)
の
生
ま
れ
、
字
は
観
臣
、
時
齋
と
号
し
た
。
山
東
省
蓬
莱
県
に
籍
を
置
く
漢
軍
鑛
黄
旗
人
の
出

身
で
、
代
々
清
朝
官
吏
を
務
め
て
き
た
家
柄
で
あ

っ
た
。

彼

の
官
僚
人
生
は
ま
ず
監
生
か
ら
指
納
に
よ
り
光
禄
寺
典
簿
と
な

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
康
煕
五
十
三
年
に
は
江
南
寧
国
府
同
知
に
任
じ

ら
れ
、
同
五
十
七
年
雲
南
楚
雄
府
知
府
と
な
り
、
以
後
長
き
に
わ
た
る
雲
南
赴
任
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
雍
正
元
年
雲
南
広
南
府
知
府
と
な

る
が
、
母

の
死
去
に
伴
い

一
時
職
を
辞
し
た
。
『清
史
稿
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
そ
の
際

「総
督
郡
爾
泰
等
請
留
司
銅
廠

」
と
あ
り
、
蔀
爾
泰

等
に
官

に
留
め
置
く
よ
う
請
わ
れ
て
い
る
。
銅
行
政
に
明
る
い
彼
を
雲
南
が
強
く
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

雍
正
二
年
十
二
月
に
は
雲
南
根
儲
道
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
頃
郡
爾
泰

の
推
薦
に
よ
り
勤
政
殿
に
て
雍
正
帝
と
面
会
を
果
た
し
、
そ
の
甲

斐
あ

っ
て
か
雍
正
五
年
六
月
に
は
雲
南
按
察
使
を
、
十

一
月
に
は
雲
南
布
政
使
を
相
次

い
で
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
雲
南
総
督
で
あ

っ
た

(5
)

那
爾
泰

の
旗
下
に
お
い
て
、
改
土
帰
流
政
策
に
功
績
を
挙
げ
、
雍
正
八
年
八
月
つ
い
に
雲
南
巡
撫

の
地
位
に
就
く
こ
と
と
な

っ
た
。
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郡
爾
泰

が
上
京
し
雲
南
を
去

っ
て
も
、
張
允
隨

は
巡
撫
と
し
て
活
躍
し
続
け
た
。
乾
隆
五
年

(
一
七
四
〇
)、
時
の
総
督
慶
復
と
と
も
に

金
沙
江
開
鑿

を
請
う
上
奏
を
提
出
、
翌
六
年
に
は
彼
自
身
が
巡
撫
を
兼
ね
る
形
で
総
督
に
就
任
し
、
そ
の
指
揮
の
下
に
金
沙
江
開
鑿

工
事
が

実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
工
事

は
乾
隆
五
年

(
一
七
四
〇
)
か
ら
十
三
年

(
一
七
四
八
)
に
か
け

て
、
船
舶
航
行
の
安

全

の
た

め
、
金
沙
江

の
航
道
の
湊
深
及
び
開
鑿

作
業
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。
張
允
隨

の
代
表
的
な
功
績
と
し
て
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
大
事
業

で
、
雲
南
銅
京
運
に
果
た
し
た
役
割
も
大
き

い
こ
と
か
ら
、
銅
輸
送

の
た
め
の
工
事

で
あ

っ
た
と
す
る
理
解
が

一
般
的

で
あ
る
。
し
か
し
筆

者
は
、
京

運
開
始
以
前
か
ら
外
省
と
の
交
流
を
希
求
し
て
い
た
こ
と
や
、
雲
南
地
域

の
特
性
を
加
味
し
た
上
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と
異
議
を

唱
え
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

(6
)

張
允
隨

と

い
う
人
物
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
少
な
く
、
楊
寿
川
氏

・
王
燕
飛
氏

の
先
論
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
両
氏
の
見
解

も
踏
ま
え

つ
つ
、
筆
者
な
り
の
評
価
を
与
え
て
い
き
た

い
。

そ
の
際

、
主
と
し
て
使
用
す
る
史
料
は
、
張
允
隨

の
雲
南
巡
撫

・
総
督
時
代

の
上
奏
文
を
ま
と
め
た

『張
允
隨

奏
稿

』
(以
下

『奏
稿
』

(7
)

と
略
称
)

で
あ
る
。
以
前
拙
稿
で
も
紹
介
し
た

『雲
南
史
料
叢
刊
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
雍
正

・
乾
隆
期

の
雲
南
研
究
に
格
好

の
材
料
を

提
供
し

て
く
れ
る
。
本
稿

で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
金
沙
江
開
鑿

工
事
以
外
の
事
業
に
着
目
し
、
同
史
料
を
通
じ

て
張
允
隨

の
雲
南
経
営
全
般
に
わ
た

っ
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
最
後
に
改
め
て
金
沙
江
開
鑿

工
事
の
意
義
を
考
察
し

て
み
た

い
。

第

一
章

張
允
隨
の
対
雲
南
政
策

張
允
隨

が
雲
南
に
対
し
て
取

っ
た
姿
勢
は

「因
地
制
宜
」
を
基
本
と
し
て
い
た
と

い
う
。

演
南
は
遠
庭
極
辺
に
し
て
、
界
は
外
域
に
連
な
り
、
漢
夷
雑
庭
す
。

一
切
の
辺
備
の
夷
情
よ
り
以
っ
て
銅
塩
廠
課
の
諸
務
を
調
剤
す
る
に
及
ぶ
ま

で
・
均
し
く
須
く
地
に
因
り
て
宜
し
き
を
制
す
べ
し
・
(遥
・



と

『奏
稿
』
に
あ
る
よ
う
に
、
外
界
と
連
な
る
辺
境
地
で
あ
り
、
ま
た
漢
人
夷
人

の
混
在
す
る
場
所
た
る
雲
南
の
、
様

々
な
問
題
に
対
処
す

る
に
は

「均
し
く
須
く
地
に
因
り
て
宜
し
き
を
制
す
べ
し
」
と
い
う
そ
の
地
の
実
情
に
合

っ
た
対
応
が
必
要
と
考
え
て

い
た
。
各
上
奏
を
見

る
と
、
必
ず
雲
南
の
現
状
を
訴
え
た
上
で
、
自
ら
の
提
案
を
建
議
す
る
体
裁
を
取

っ
て
お
り
、
現
実
に
即
し
た
対
応
を
心
が
け
て
い
た
こ
と

が
見

て
取
れ
る
。
長
期
赴
任

で
知
り
尽
く
し
た
雲
南
に

つ
い
て
、
彼
ほ
ど
有
意
義
に
語
れ
る
人
物
は

い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
下
、
雲
南
経
営
に
お
い
て
張
允
隨

が
特
に
重
視
し
た
の
は
、
農
業
お
よ
び
鉱
業
の
振
興
で
あ

っ
た
。
農
業
は
行
政
の

基
盤
で
あ
り
、
ど
の
地
域
で
も
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
項
目
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
鉱
業
は

「
地
産
五
金
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
雲
南
に

特
徴
的
な
産
業
で
あ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
彼
の
政
策
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第

一
節

農
業
政
策
に
つ
い
て
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当
時

の
雲
南
の
様
子
に
つ
い
て
、

『奏
稿
』

の
記
述
か
ら
拾

っ
て
み
る
と
、
「
山
多
田
少
」
「戸
少
田
荒
」
と

い
っ
た
記
述
が
目
立

つ
。
山

が
ち
で
耕
地
が
少
な
く
、
そ
れ
を
耕
す
農
家
も
多
く
は
な
く
土
地
も
荒
れ
て
い
る
状
況
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。
ま
た

「本
よ
り
中
原

の
沃
野

に
比
す

べ
き
に
あ
ら
ず
」
「夷
保
雑
居
し
、
刀
耕
火
褥
し
」
「土
瘡
民
貧
」
と
あ
り
、
内
地
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ほ
ど
土
地
は
荒
廃
し

て
お
り

、
原
住
民
も
焼
き
畑

の
原
始
的
農
法
し
か
行

っ
て
お
ら
ず
、
土
地
は
清
せ
民
は
貧
し

い
と
し
て
い
る
。
ま
ず
は
農
地
開
鑿

と
整
理
を

行

い
、

さ
ら
に
農
民
等
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
各
種
政
策
が
必
要
で
あ

っ
た
。

例
え

ば
雲
南
東
北
に
位
置
し
、
元
は
四
川
省
の
管
轄
で
あ

っ
た
昭
通
府
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
は
改
土
帰
流

で
激
し

い
武
力
衝
突

が
あ

っ
た
旧
烏
蒙
土
府

・
鎮
雄
土
府
を
含
ん
で
お
り
、
急
激
な
支
配
体
制
の
変
化
に
よ
り
、
そ
の
後

の
処
置
に
つ
い
て
も
難
航
を
呈
し
た
土

地
で
あ

る
。
『奏
稿
』
に
は
、

た
だ
昭
通
地
方
逆
保
の
変
叛
を
被
り
し
後
、
急
い
で
須
く
等
劃
調
剤
す
べ
し
。
署
督
臣
高
其
悼
臣
と
商
り
て
楚
雄
府
知
府
儲
之
盤
等
に
委
し
て
前
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往
し
て
田
地
を
清
丈
し
、
分
給
承
種
し
て
、
昭
通
府
に
附
近
す
る
州
県
を
し
て
往
き
て
耕
作
す
る
を
願
う
農
民

一
千
戸
を
招
募
せ
し
む
。
す
で
に

各
属
の
申
報
す
る
に
擦
る
に
、
陸
続
と
起
程
し
て
昭
に
到
る
と
あ
り
。
…
司
庫
銀
二
万
両
を
動
支
し
、
臨
安
府
同
知
李
充
望
等
に
委
し
て
先
に
川

省
附
近
の
昭
境
の
叙
州
府

一
帯
に
往
き
米
石
を
採
買
せ
し
む
。
…
臣
等
ま
た
彼
地
の
米
種
、
豆
麦
、
仲
春
に
地
を
黎
き
蕎
を
布
き
、
民
食
粁
種
尤

(9
)

も
急
ぐ
に
因
り
、
ま
た
附
近
各
属
の
米
蕎
を
擾
運
し
て
昭
に
到
ら
し
め
、
保
民
墾
戸
に
借
給
し
時
に
及
ん
で
播
種
し
、
乏
食

の
虞
無
か
ら
し
む
。

と
あ
る
。
総
督

・
知
府
と
相
談

の
上
、
田
地
を
測
量
し
て
種
子
を
配
給
し
、
付
近
州
県

の
開
墾
を
願
う
農
民

一
千
戸
を
募
集
し
た
結
果
、
す

で
に
陸
続
と
昭
通
に
押
し
か
け
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
行
政
が
二
万
両
を
投
入
し
て
、
隣
接
す
る
四
川
叙
州
府

へ
米
を
買

い
付
け
に
行

っ
て

い
る
。

こ
う
し
て
近
隣
か
ら
米
や
蕎
を
昭
通

へ
送
り
、
地
元
民
あ
る
い
は
開
墾
民
に
種
子
を
貸
し
付
け
、
耕
作
と
食
と

に
欠
乏
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
乾
隆
五
年
の
上
奏
に
よ
る
と
、
土
地

の
開
墾
全
体
に
対
し
て
、

愼
省
各
府
州
県
の
地
方
、
夷
民
の
村
塞
、
凡
そ
未
だ
墾
か
ざ
る
の
土
、
も
し
段
を
成
し
、
垣
を
成
す
者
有
ら
ば
、
な
お
例

に
照
ら
し
て
報
墾
陞
科

す
る
外
、
そ
の
山
頭
、
地
角
、
崎
零
の
棄
土
、
地
方
官
を
し
て
出
示
せ
し
め
、
明
白
に
暁
諭
し
、
該
地
の
夷
民
に
力
を
用

い
て
開
墾
す
る
を
聴
し
、

そ

の
陞
科
を
免
じ
、
厳
し
く
豪
強
首
争
の
弊
を
禁
じ
、
勤
耕
力
作
の
窮
民
を
し
て
疑
畏
す
る
所
無
か
ら
し
む
れ
ば
、
自
ら
必
ず
尽
力
開
控
し
、
稲
、

(10
)

麦
、
雑
粗
を
論
ず
る
無
く
、
播
種
し
て
収
穫
し
、
毎
年
以
て
多
く
粁
粒
を
得
る
べ
く
、
辺
地
の
民
生
に
お
い
て
稗
益
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
に
似
た
り
。

と
し
て

い
る
。
雲
南
の
各
府
州
県
や
少
数
民
族
の
村
落
に
お
い
て
田
畑
を
造
成
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し

「例
に
照
ら
し
て
報
墾
陞
科
」

し
て

一
定
期
間
は
賦
税
徴
収
を
免
除
す
る
こ
と
を
請
う
た
。
ま
た
未
開
地
に
は
地
方
官
か
ら
出
示
暁
諭
し
て
、
広
く
開
墾
に
努
め
る
こ
と
を

呼
び
か
け
や
は
り
陞
科
の
免
除
を
申
請
し
て
い
る
。
コ
蒙
強
首
争
之
弊
」
を
禁
じ
、
安
心
し
て
農
耕
に
打
ち
込
め
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
こ

と
も
わ
か
る
。
こ
の
願

い
に
対
し
て
乾
隆
帝
は

「知
道
了
、
有
旨
諭
部
」
と
答
え
て
、
戸
部
に
そ
の
よ
う
に
命
じ
実
行

さ
れ
て
い
る
。

張
允
隨

は
こ
の
よ
う
に
た
だ
開
墾
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、

一
方
で
農
民
の
意
識
改
革
と
し
て
勧
課
農
桑
に

つ
い
て
も
注
目
し
た
。
勧
課
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農
桑
は
本
来
州
県
官

の
責
務
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
政
務
繁
忙

の
た
め
手
が
打
た
れ
て
い
な
い
と
問
題
視
し
た
。
そ
こ
で

『周
礼
』
の
遂
師

の
制
度

に
鑑
み
て
、
「董
戒
」
を
司
る
者
を
数
名
設
け
る
こ
と
は

「誠
に
農
政
の
先
務
」
と
称
し
、

一
日
筋
力
勤
健
、
二
日
婦
子
協
力
、
三
日
耕
牛
肥
壮
、
四
日
農
器
完
鋭
、
五
日
粁
種
精
良
、
六
日
相
土
植
宜
、
七
日
灌
概
深
透
、
八
日
転
褥
以
時
、

　
　
　

九
日
糞
塞
寛
余
、
十
日
場
圃
浩
治
。

と
十
則
を
設
け
て
、
各
農
家
が
こ
の
十
項
目
に
関
し
て
七
、
八
項
目
を
達
成
し
て
い
れ
ば

「上
農
」
と
し
て
評
価
し
た
。
そ
の
上
で

「上
農
」

の
内
よ
り

「老
成
謹
厚
」

の
人
を
選
び
、
各
村
落
で
農
業
指
導
を
さ
せ
た
。
親
民
官
た
る
地
方
官
と
共
に
、
彼
ら
に
村

民
の
勤
勉
さ
や
怠
け

ぶ
り
を
評
価
さ
せ
そ
の
賞
罰
を
決
め
る
こ
と
で
、
農
業
従
事
者
の
意
欲
促
進
を
図

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
新
た
な
農
地
を
開
墾

・
整
備
し
、
農
民
の
生
産
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
務
め
て
も
、
す
ぐ
に
結
果
が
得
ら
れ
る
わ
け

で
は
な

い
。
故

に
農
民
た
ち
の
生
活
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
今
後

の
保
障
を
設
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
銭
根
の
蜀
免
で
あ
る
。

(雲
南
は
)
山
高
く
水
下
り
、
本
よ
り
中
原
の
沃
野
の
比
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
而
し
て
夷
保
雑
居
し
て
、
刀
耕
火
褥
す
れ
ば
、
ま
た
東
南
各
省
の
人

工
克
く
修
む
る
者
と
同
じ
か
ら
ず
。
田
を
計
り
賦
を
制
す
る
も
、
未
だ
尽
く
は
中
土
の
科
則
に
符
す
あ
た
わ
ず
。
現
在
通
省
の
田
地
頃
畝
を
以
て

こ
れ
を
合
す
る
も
、
額
征
銀
米
の
数
目
、
な
お
什
の
一
の
数
に
及
ば
ず
。
た
だ
そ
の
土
清
せ
民
貧
し
く
、
こ
こ
を
以
て
賦
軽
く
敏
薄
し
、
然
し
て

(
12
)

定
額

の
初
め
、
そ
の
中
な
お
崎
軽
崎
重
の
殊
有
り
て
、
均
平
画

一
す
る
あ
た
わ
ず
。

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
田
畑
を
作

っ
て
も
東
南

の
各
省
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
ず
、
内
地
の
賦
役
規
則
と
尽
く
は
符

合
し
な

い
と
し
て
い

る
。
全
省
の
田
地
数
を
合
わ
せ
税
額
を
試
算
し
て
も
、
徴
収
で
き
る
銀
米
は
内
地
の
徴
収
額
の

一
割
に
も
及
ば
ず
、
こ
こ
に
お

い
て

「賦
軽

く
敏
薄
し
」
と
な

っ
て
し
ま
う
。
定
額
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
で
も
軽
重
異
な
り
画

一
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
徴
税
を
軽
く

し
或

い
は
免
除
す
る
こ
と
で
農
民
の
負
担
を
減
ら
し
、
ま
ず
は
生
産
増
を
目
指
す
こ
と
に
専
念
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「
潰
省
は
辟
庭
極
辺
に
し
て
、
山
多
く
田
少
く
、
民
間
既
に
蓋
藏
鮮
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
農
地

の
少
な
さ
と
生
産
力
の
低
さ
か
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ら
、
雲
南
に
お
け
る
食
料
備
蓄
は
元
々
少
な
く
、

一
度
水
害
や
飢
謹
等
災
害
が
発
生
す
れ
ば
手

の
施
し
よ
う
が
な
か

っ
た
。
こ
の
現
状
を
打

破
す
る
た
め
、
災
害
発
生
時

の
賑
済
を
強
化
す
る
と
共
に
、
災
害
に
備
え
て

「社
倉

の
制
、
賑
貸
に
備
え
て
而
し
て
緩
急
に
資
す
る
所
以
は
、

(13
)

民
に
甚
だ
便
に
し
て
、
最
も
実
力
挙
行
に
当
た
る
。」
と
し
て
社
倉

の
設
置
が
急
が
れ
た
。
ま
た
同
時
に
米
価
の
高
騰
を
抑
え
調
節
す
る
た

め
の
常

平
倉
の
整
備
も
成
さ
れ
た
。
社
倉
も
常
平
倉
も
、
雍
正
年
間
か
ら
乾
隆
前
半
に
か
け
て
次
第

に
広
く
全
国
に
普

及
し
始
め
た
シ
ス
テ

(4玉
)

ム
で
あ

っ
て
、
雲
南
に
お
い
て
こ
の
機
会
に
設
置
さ
れ
た
の
は
比
較
的
早

い
時
期
で
あ

っ
た
と
言
え

る
。

開
拓

者
の
募
集
と
開
墾
の
奨
励
、
種
子
や
食
料
の
提
供
、

一
定
期
間
の
課
税
免
除
、
そ
の
他
環
境
整
備
と
共
に
、
農
業
振
興
に
お
け
る
水

利
事
業

の
重
要
性
を
張
允
隨

は
理
解
し
て
い
た
。
乾
隆
二
年

(
一
七
三
七
)

の
上
奏
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

農
功
を
重
ん
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
先
ず
水
利
を
興
す
べ
し
。
…
臣
伏
し
て
査
す
る
に
潰
省
は
山
多
く
披
大
き
く
、
田
号
雷
鳴
、
形
は
梯
燈
の

(
15
)

如
し
。
即
ち
平
原
に
在
り
て
も
、
ま
た
近
水
の
区
鮮
し
、
水
利
尤
も
緊
要
と
為
す
。
且
つ
演
省
の
水
利
は
別
省
と
同
じ
か
ら
ず
…
。

農
業
を

重
視
す
れ
ば
、
水
利
も
ま
た
必
須
で
あ
る
と
し
、
雲
南
の
自
然
状
況
を
語

っ
た
上
で

「
漫
省

の
水
利
は
別
省
と

同
じ
か
ら
ず
」
と
そ

の
特
徴

を
示
し
、
こ
れ
に
則

っ
て
各
地
で
様

々
な
水
利
事
業
を
実
施
し
た
。
こ
の
上
奏
の
な
さ
れ
た
乾
隆
二
年
九
月
段
階

の
統
計
に
よ
る
と
、

(16
)

こ
れ
ま

で
に
雲
南
全
省
で
歴
年
興
修
さ
れ
た
大
小
水
利
工
程
は
、
全
部
で
百
十
カ
所
も
あ

っ
た
。

雲
南

水
利
に
関
し
て
は
同
年
四
月
先
ん
じ
て
す
で
に
上
諭
が
出
さ
れ
て
お
り
、
雲
南

の
現
状
を
踏
ま
え
た
水
利
事
業

の
重
要
性
は
政
府
も

(
17
)

大
い
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
右
記

の
上
奏
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
上
諭
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
上
諭

の
中
で
、
乾
隆

帝
が
大

学
士
郡
爾
泰
の
意
見
を
入
れ
て

「通
噂
」
「
通
川
」
河
道
の
必
要
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
先

の
論
考
で
筆
・者

が
明
ら
か
に
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
雲
南
銅
京
運
開
始
以
前
か
ら
、
雲
南
と
外
界
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
求
め
る
傾
向
が
政
府
内
に
あ

っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

以
上
述

べ
た
よ
う
に
、
農
業
振
興
に
努
め
た
張
允
隨

で
あ
る
が
、
そ
の
政
策

の
中
身
を
見

て
み
る
と
、
奇
を
街

っ
た
よ
う
な
特
別
な
こ
と

は
何
も

し
て
い
な

い
。
こ
と
に
農
業
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
従
来
か
ら
あ
る
方
法

で
も

っ
て
、
手
堅
く
着
実
に
成
果
を
上
げ

て
い
こ
う
と
し
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て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
更
に

い
え
ば
、
そ
れ
以
上
に
特
殊
な
手
を
打
て
る
だ
け
の
基
礎
が
、
雲
南
に
は
ま
だ
無
か

っ
た
と

い
う

の
が
実

情
に
近

い
。
土
司
か
ら
解
放
さ
れ
た
ば
か
り
の
土
地

の
場
合
、
そ
れ
は
特
に
顕
著
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

で
は

こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
で
、
ど
れ
だ
け

の
結
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
た

の
か
。

『奏
稿
』

の
統
計
に

よ
れ
ば
、
乾
隆
六
年

(
一
七
四

一
)
に
お
い
て
、
雲
南
全
省
府
州
県
の
倉
庫

に
貯
蔵
す
る
米
、
麦
、
蕎
な
ど
全
糧
食

の
量
は
、
百

一
万
四
千

五
百
八
十
九
余
石
に

(
18
)

上

っ
た
。
「各
属
存
貯
多
く
無
し
」
と

い
う
状
況
は
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
開
墾
さ
れ
た
田
地
数
に
つ
い
て
は
、
清
初
順
治

十
八
年

(
一
六
六

一
)
に
お

い
て
、
省
内
田
地
数
の
合
計
が
五
百
二
十

一
万
千
五
百
十
畝
で
あ
る
の
に
対
し
、
雍
正
二
年

(
一
七
二
四
)
で

(
19
)

は
七
百

二
十

一
万
七
千
六
百
二
十
四
畝
に
、
さ
ら
に
乾
隆
十
八
年

(
一
七
五
三
)

に
は
七
百
五
十
四
万
三
千
五
畝
と
確
実
に
増
加
し
て
い
る
。

全
体
と

し
て
他
地
域
、
特
に
江
南
地
域
と
比
べ
れ
ば
、
数
値
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
雍
正
～
乾
隆
初

の
数
十
年

の
間
に
も
田
地

数
を
伸

ば
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
督
撫
在
任
中

の
張
允
随

の
政
策
は
そ
れ
な
り

の
成
果
を
上
げ
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
農
業

生
産
力

の
向
上
に
よ
る
雲
南
地
域
の
活
性
化
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
認
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

第
二
節

鉱
業
政
策
に

つ
い
て

こ
れ
ま

で
述
べ
た
よ
う

に
、
雲
南
は
農
作
物

の
生
産
に
は
乏
し
く
、
住
人
は
非
常

に
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
土
地
で
あ

っ
た
。
し
か

し
そ
の
代

わ
り
、
地
下
に
埋
蔵
す
る
鉱
物
資
源
は
豊
富
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
雲
南
発
展
の
最
大
要
因
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
銅
や
銀

(
20
)

は

「銀
課
兵
餉
に
関
わ
る
仮
、
銅
斤
供
鼓
を
以
て
し
、
均
く
演
省
の
要
図
に
属
す
」
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
た
。
張
允
随
も
ま
た
こ
こ
に
注

目
し
、

い
く

つ
か
の
方
策
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
ず
銅

政
策
に
対
し
て
基
本
と
な

っ
た
の
は
、
康
煕
年
間
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
た

「聴
民
開
採
」
「放
本
収
銅
」
と

い
う
二

つ
の
政
策
で

あ

っ
た
。
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(
21
)

「聴

民
開
採
」
と
は
、
康
煕
二
十

一
年

(
一
六
八
二
)
に
始
ま
る
、
当
時

の
雲
南
総
督
察
銃
栄
の
提
案
に
基
づ
く
政
策
方
針
で
あ
る
。
三

藩
の
乱
直
後
、
増
大
す
る
雲
南
駐
留
軍
の
兵
餉
を
ど
の
よ
う
に
調
達
す

る
か
と

い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
察
銃

栄
は

「因
潰
之
利
、

養
演
之
兵

」
の
考
え

の
も
と
、
「鼓
簿
宜
広
」
「鉱
胴
宜
開
」
を
主
張
し
た
。
雲
南

の
自
然

の
利
た
る
銅
採
掘
を
奨
励
し
、
そ
の
銅
を
制
銭
鋳

造
に
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「或

い
は
本
地
の
股
実
有
力

の
家
、
或

い
は
富
商
大
質
」
と

い
っ

た
民
間
資
本
を
導
入
し
、
「悉
く
自
ら
開
採
を
行
う
を
聴
し
、
十
分
ご
と
に
抽
税
二
分
」
と
し
て
税
収
を
上
げ
、
採
掘

さ
れ
た
銅
は
制
銭
に

鋳
造
さ

れ
て
、
再
び
採
掘
財
源
と
な
る
と

い
う
仕
組
み
で
あ

っ
た
。
雲
南
銅
の
本
格
的
開
発
は
こ
の
政
策
か
ら
始
ま

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

張
允
隨

も
ま
た
こ
の

「聴
民
開
採
」
政
策
を
受
け
継

い
で
い
る
。
乾
隆
七
年

(
一
七
四
二
)
の
上
奏
に
は
、

各
省

の
山
澤
鉱
廠
の
利
、
宜
く
民
に
開
採
を
聴
す
べ
き
な
り
。
査
す
る
に
山
澤
自
然
の
利
、
原
よ
り
以
て
民
生
の
用
に
供
す
、
潰
省
の
如
き
は
田

(22
)

地
多
く
無
く
、
夷
人
の
こ
れ
を
耕
種
す
る
を
除
く
の
外
、
別
に
生
計
無
し
。

と
あ
り
、

「山
澤
自
然
の
利
」
た
る
鉱
物
資
源
は
、
元
来

「民
生
の
用
」
に
供
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
雲
南
の
如
く
田
地
少
な
く
住
人
に
と

っ

て
耕
作
以
外
に
生
計
を
立

て
る
す
べ
が
な

い
地
域
で
は
、
よ
り
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、

地
方
官
に
行
令
し
て
、
境
内
に
お
い
て
実
力
査
勘
せ
し
め
、
も
し
深
山
遽
谷
の
金
、
銀
、
銅
、
錫
、
鉛
斤
よ
り
以
て
朱
砂
、
水
銀
、
煤
、
鉄
に
及

ぶ
諸
鉱
を
出
産
し
て
、
財
用
に
資
す
べ
き
も
の
あ
ら
ば
、
査
明
し
て
実
に
主
無
き
荒
山
に
系
り
、
田
園
、
盧
墓
を
碍
げ
ざ
れ
ば
、
民
に
呈
報
開
採

(
23
)

す
る
を
聴
し
、
そ
の
課
額
を
薄
く
し
、
厳
し
く
官
吏
の
侵
漁
を
禁
じ
れ
ば
、
則
ち
無
業
貧
民
の
衣
食
の
計
、
頼
り
て
以
て
ま
す
ま
す
広
が
ら
ん
。

と
あ
る
。
各
地
方
官
は
現
地
を
調
査
し
、
鉱
物
資
源
に
恵
ま
れ
た
山
で
持
ち
主
が

い
な
い
の
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
田
地
や
墓
地
を
妨
げ
な

い
よ
う
に

「聴
民
開
採
」
し
、
「そ
の
課
額
を
薄
く
」
し
て

「官
吏

の
侵
漁
」
を
厳
禁
す
れ
ば
、
「無
業
貧
民
」
の
生
活

に
有
益
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

一
方

「放
本
収
銅
」
と
は
、
察
銃
栄

の
政
策

の
後
、
雲
南
地
方
政
府
の
財
力
が
充
実
す
る
の
に
伴
い
、
雲
貴
総
督
貝
和
諾
が
康
煕
四
十
四
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(
24
)

年

(
一
七
〇
五
)
に
開
始
し
た
、
よ
り
積
極
的
な
銅
山
開
発

へ
の
関
与
策

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
民
営
に
任
せ
て
い
た
経
営
資
金
を
政
府
が
強

制
的
に
投
入
し
、
精
錬
さ
れ
た
銅
の
二
割
を
鉱
税
と
し
て
徴
収
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
残
り
八
割
の
銅
も

「官
銅
」
と
し
て
政
府

の
規
定
す

る
価
格

に
よ

っ
て
買
い
上
げ
る
の
で
あ
る
。
官
銅
は
省
城
内
に
設
置
さ
れ
た

「官
銅
店
」
に
集
め
ら
れ
、
買
い
上
げ
時

よ
り
高
値

で
売
却
し
、

そ
の
差

額
に
よ

っ
て
利
益
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
家
か
ら
の
安
定
し
た
資
金
提
供
に
よ
り
開
発

の
促
進
を
促

し
、
密
貿
易
等
の
不

正
取
引

の
余
地
を
与
え
な

い
こ
と
に
成
功
し
た
。
「官
治
銅
政
」
と

い
わ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
各
銅
廠
の
経
営
は
変
わ
ら
ず
商
人
と

労
働
者

が
担

っ
て
い
た
が
、
各
銅
廠
を
稼
働
さ
せ
る
工
本
は
国
費
か
ら
拠
出
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
銅
の
使
用
権
を
政
府
が
主
張
し

た
結
果
、
国
家
が
ほ
ぼ
買

い
占
め
る
と

い
う
形
と
な

っ
た
。

工
本
投
入
を
行
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
張
允
隨

も
や
は
り
同
様
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
湯
丹
等
廠
に
お
い
て
毎
月

工
本
と
し
て
銀
六
、

七
万
両
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
、
乾
隆
二
年

(
一
七
三
七
)
に
は

「各
炉
工
本
敷
か
ず
、
力
め
て
開
採
す
る
無
く
、
勢

い
必
ず
炉
を
停
め
て

(
25
)

以
て
待

つ
」
と

い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
省
道
庫
に
あ
る
銀
八
万
五
千
両
、
及
び
司
庫
貯
蔵

の
急
需
銀
十
四
万
九
千
八
百

両
を
合

わ
せ
て
投
入
し
、
更
に

「近
く
演
省

の
分
及
び
両
准
塩
課
内
に
お

い
て
、
銀
三
十
万
両
を
酌
擾
し
、
員
に
委
し

て
演
に
解
し
、
司
庫

に
封
貯
」
し
て
状
況
に
応
じ
て

「銅
廠
工
本
を
接
済
」
し
て
い
る
。
元
々
あ
ら
ゆ
る
財
源
に
乏
し

い
雲
南
で
は
、
国
家

か
ら
得
ら
れ
る
工
本

が
な
け

れ
ば
あ
る
程
度
ま
で
の
銅
生
産
向
上
は
望
め
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か

し

「放
本
収
銅
」

に
は

一
つ
問
題
点
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
銅

の
買

い
上
げ
価
格
で
あ
る
。
当
初
貝
和
諾
が
設
定

し
た
価
格
は
毎
銅
百

斤
に

つ
き
銀
五
両
以
下
。
こ
れ
は
市
場
レ
ー
ト
に
左
右
さ
れ
な

い
固
定
的
な
も

の
で
、
し
か
も
市
場
価
格
よ
り
か
な
り
安
く
、
銅
の
自
由
売

買
を
許

さ
れ
て
い
な

い
廠
民
に
と

っ
て
利
益

の
上
が
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
支
給
さ
れ
る
資
金
も

一
定
で
あ

っ
て
、
各
銅
廠

の
繁
栄

と
共
に
銅
精
錬
の
原
価
高
騰
や
、
多
く
の
労
働
者
を
養
う
た
め
に
食
料
費
が
高
騰
し
て
も
、
そ
の
額
が
増
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
た

め
銅
生
産
に
よ
る
直
接

の
利
益
を
得
ら
れ
な

い
廠
民
の
不
満
が
生
産
意
欲
を
大
き
く
阻
害
し
、
結
果
と
し
て
銅
鉱
脈
枯
渇
な
ど
を
口
実
に
銅
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山
が
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
を
も
引
き
起

こ
し
て
し
ま

っ
た
。
康
煕
四
十
四
年
に
開
か
れ
て
い
た
銅
廠
は
十
七
カ
所

、
以
降
新
た
に
開
か

(26

)

れ
た

の
は

一
カ
所
に
止
ま
り
、
増
減
を
繰
り
返
し

つ
つ
康
煕
末
に
は
十
八
カ
所
が
稼
働
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。
当
時
日
本
か
ら
の
洋
銅
輸
入

が
増
大

し
、
制
銭
鋳
造
に
は
専
ら
そ
の
洋
銅
が
使
用
さ
れ
た
た
め
、
銅
生
産
停
滞
に
よ
る
問
題
は
な
い
か
に
思
わ
れ
た
。
だ
が

一
七

一
五
年

の
日
本

国
内
で
発
せ
ら
れ
た
正
徳
新
例
に
よ
り
、
中
国

へ
の
銅
輸
出
が
制
限
さ
れ
る
と
、
中
国
国
内
で
の
銅
確
保
に
目

が
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り

、
雲
南
銅
に
対
す
る
政
策
も
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
張
允
隨

は
雲
南
布
政
使
で
あ

っ
た
雍
正
五
年

(
一
七
二
七
)、
最
初
の
買

い
取
り
銅
価
引
き
上
げ
を
実
行
し
た
。
『清
史
稿
』
に
よ

れ
ば
、

允
隨

銅
廠
の
事
を
綜
べ
、
奮
廠
の
産
な
お
富
め
る
を
察
知
し
、
そ
の
値
を
増
す
。
民
開
採
を
楽
い
、
奮
廠
ま
た
盛
ん
な
り
。
ま
た
大
龍
湯
丹
諸
新

(
27
)

廠
を
開
き
、
歳
に
銅
八
九
百
万
斤
を
得
て
供
用
す
。

と
あ
り
、
銅
価
引
き
上
げ
と
同
時
に
昔
か
ら
採
掘
さ
れ
て
い
た
旧
銅
廠
を
復
活
さ
せ
、
ま
た
新
た
に
大
龍

・
湯
丹
に
お

い
て
新
廠
も
開
き
、

年
八
百
万
か
ら
九
百
万
斤

の
銅
を
産
出
し
た
と

い
う
。
さ
ら
に
巡
撫
に
な

っ
て
二
回
目
の
銅
価
引
き
上
げ
を
行

い
、
結
果
湯
丹
廠
で
は
乾
隆

十
二
年

「銅
百
斤
ご
と
に
、
給
価
六
両
収
実
」
、
乾
隆
十
四
年
で
は

「
演
銅
百
斤
ご
と
に
、
定
価
銀
九
両
二
銭
」
と
な

っ
た
。
「放
本
収
銅
」

開
始
時

に
比
べ
れ
ば
銅
価
は
倍
以
上
に
値
上
が
り
し
、
銅
生
産
を
大

い
に
刺
激
し
た
。
新
た
に
開
か
れ
た
銅
廠
を
含
み
、
こ
の
時
期

一
気
に

(
28
)

三
十
ヵ
所
以
上
で
銅
を
産
出
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
銅
価
引
き
上
げ
は
そ
の
後
も
何
回
か
行
わ
れ
、
雲
南
銅
産
出
も
最
盛
期
を
迎
え
た

の
で

あ
る
。

さ
て
銀
業
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
銅
と
同
じ
く
重
視
さ
れ
て
い
た
。
雍
正
初
年
に
は

「爾
老
山
空
、
課
額
鉄
少
」
と

い
う

状
況
に
あ

っ
た
銀
業
だ
が
、
張
允
隨

が
巡
撫
に
就

い
て
か
ら
数
年
の
内
に
は
成
果
が
上
が
る
よ
う

に
な

っ
た
。

『奏
稿
』
に
よ
れ
ば
銀
産
出

(
29
)

全
体
に
お

い
て
、
雍
正
十

一
年
は

「各
銀
廠
課
銀
を
抽
収
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
上
年
に
較
べ
て
多
く
銀
二
万
余
両
を
収

め
」
、
さ
ら
に
翌
十
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(30
)

二
年
も
前
年
と
比
べ
て

「多
く
銀
七
千
余
両
を
収
む
」
と
、
着
実
に
そ
の
税
収
を
上
げ
て
い
る
。

張
允
隨

が
督
撫
の
任
に
あ

っ
た
期
間
中
、
雲
南

で
常
に
生
産
し
て
い
た
銀
廠
は
八
カ
所
で
、
す
な
わ
ち
臨
安
府
模
黒
廠
、
昭
通
府
楽
馬
廠

と
金
沙
廠
、
永
昌
府
三
道
淘
廠
、
麗
江
府
安
南
廠
、
開
化
府
馬
膳
底
廠
、
黄
龍
山
老
岩
廠
、
孟
連
土
司
所
管
の
募
遁
廠
、
永
昌
府
界
内
の
茂

隆
廠
で
あ
る
。

『潰
海
虞
衡
志
」
に
よ
れ
ば
、

昔

演
銀
盛
ん
な
る
時
、
内
は
則
ち
昭
通
の
楽
馬
、
外
は
則
ち
永
昌
の
募
龍

(茂
隆
)
あ
り
、
歳
出
の
銀
貨
ら
ず
、
故
に
南
中
富
足
り
て
、
且
つ
利

(
31
)

天
下
に
及
ぶ
。

と
あ
り
、
中
で
も
楽
馬
廠
、
茂
隆
廠
の
規
模
が
大
き
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

(32
)

そ
の
う
ち
茂
隆
廠
は
、
石
屏
州
の
呉
尚
賢
と

い
う
人
物
が
、
乾
隆
入
年

(
一
七
四
三
)
取
馬
宣
撫
司
に
隣
接
す
る

「萌
藍
国
」
境
内
に
お

い
て
、
そ
の
土
地

の
酋
長

・
土
司
等
と
共
に
開
採
し
た

「夷
方
之
廠
」
で
あ
る
。
明
代
か
ら
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
呉
尚
賢
が
開
発
し

て
以
来

「鉱
砂
大
旺
」
と
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
土
司
支
配
圏
内

で
の
活
動
で
あ

っ
た
た
め
、
「違
例
出
境
」
と
み
な
さ
れ
政
府
の
処
罰
を

受
け
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
張
允
隨

が
こ
れ
を
押
し
止
め
て

「外
夷

の
余
を
以
て
内
地
の
不
足
を
補
う
、
益
す
る
所
良
く
多
し
。」
と
主

張
し

「
聴
民
開
採
」
を
継
続
さ
せ
た
。
少
数
民
族
と

の
関
係
を
問
題
視
す
る
よ
り
も
、
豊
富
な
銀
産
出
に
よ

っ
て
得
ら

れ
る
利
益
を
優
先
し

た
の
で
あ
る
。

『奏
稿
』
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
十

一
年
か
ら
十
三
年
冬
に
至
る
ま
で
徴
収
さ
れ
た
課
銀
は

一
万
二
千
八
百
余
両
で
あ

っ

(
33
)

た
と

い
う
。

こ
の
他

『奏
稿
」
で
は
、
塩
業

・
錫
業
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
農
業
政
策
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
、
積
極
的
に
雲
南
の
特

徴
を
活

か
そ
う
と
す
る
張
允
隨

の
強
い
姿
勢
が
あ

っ
た
。
何
を
も

っ
て
す
れ
ば
雲
南
を
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
長
年

の
経
験
か
ら
彼
は
よ

く
理
解

し
て
い
た
に
違

い
な

い
。

93
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第
二
章

乾
隆
初
年
の
雲
南
開
発
と
金
沙
江
開
鑿
工
事

こ
こ
ま
で
張
允
隨

の
執

っ
た
農
業
政
策
及
び
鉱
業
政
策
を
詳
し
く
述
べ
て
き
た
。
だ
が

『奏
稿
』
に
は
こ
の
他
に
も
多
様
な
彼
の
仕
事

ぶ

り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

例
え

ば
制
銭
鋳
造

で
あ
る
。
産
出
さ
れ
た
銅
は
京
師
に
輸
送
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
雲
南
の
銭
局

で
も
制
銭
を
鋳
造

し
、
省
内
で
流
通
さ

せ
て
い
た
。
そ
の
余
剰
分
は

「銭
文
昂
貴
」
で
苦
し
む
陳
西
省
に
貸
し
出
さ
れ
、
更
に
広
西
省
に
流
通
す
る
制
銭
も
賄

っ
た
。
雲
南
で
は
豊

富
に
あ

る
制
銭
の
た
め
、
逆
に

「銭
賎
」
に
陥
ら
な

い
よ
う
流
通
量
を
調
節
す
る
意
味
も
あ

っ
た
。

ま
た
雲
南
は

「地
庭
辺
隅
な
れ
ば
、
則
ち
防
衛
宜
く
厳
く
す
べ
し
」
と
あ
り
、

(34
)

地
庭
極
辺
に
し
て
、
界
は
外
域
に
連
な
り
、
漢
夷
雑
庭
し
て
、
蛮
保
環
居
す
、
安
内
擾
外
の
図
、
こ
れ
他
省
に
較
べ
て
、
倍
し
て
緊
要
に
関
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「安
内
」
と

「撲
外
」
、
す
な
わ
ち
少
数
民
族
の
叛
乱
や
宗
教
起
義
を
抑
え
る
こ
と
と
、
安
南
等

の
外
国
勢
力
が
国
境
に
侵

入
し
て
こ
な
い
よ
う
、
し

っ
か
り
と
し
た
防
衛
線
を
張
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
故
に
各
府
州
県
城

の
修
築
や
軍
隊
の
整
理
な
ど
も
重
要
な

課
題
で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う

に
張
允
隨

は
数
々
の
雲
南
政
策
を
実
施
し
て
き
た
が
、
で
は
こ
こ
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
雲
南
地
域
は
ど

の
よ

う
に
変
化
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
。

雍
正
年
間
の

「改
土
帰
流
」
に
よ
り
、
雲
南
は
全
省
に
は
及
ば
な
か

っ
た
も

の
の
、
土
司
制
度
の
破
綻
か
ら
治
安
を
回
復
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

こ
れ
に
よ
り
雲
南
経
営
は

一
度
振
り
出
し
に
戻
り
、
新
し

い
段
階

へ
と
進
む
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
よ
う
や
く
立

っ
た
と
言
え
る
。
こ

の
点
で
郡
爾
泰

の
功
績
は
非
常
に
大
き
い
。
し
か
し
こ
の
後
雲
南
が
清
朝
の

一
つ
の
省
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で

あ

っ
た
。
と

い
う
の
も
、
雲
南
地
域
そ
の
も
の
に
今
後
の
発
展
に
期
待
で
き
る
要
素
が
ま
だ
少
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
雲
南
は
こ
れ
ま
で
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開
発

の
手
が
及
ば
な
か

っ
た
辺
境
地
で
あ
り
、
内
地
と
は
違
う
民
族
と
文
化
圏
を
抱
え

て
い
る
と

い
う

ハ
ン
デ
が
あ

っ
た
。
た
だ
そ
の
中
で

も
唯

一
希
望
を
持
て
る
も
の
を
発
見
し
た
。
そ
れ
が
銅
を
代
表
と
す
る
鉱
物
資
源
、
天
然
資
源

の
存
在
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
雲

南
の
可
能
性
は

一
気
に
高
ま

っ
た
。

豊
富

な
資
源
を
如
何
に
使
う
べ
き
か
、
こ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
。
た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
は
宝

の
持
ち
腐

れ
で
あ
り
、
現
地
民

た
る
少
数
民
族
た
ち
に
は
資
源
を
生
か
す
ノ
ウ

ハ
ウ
が
な
か

っ
た
。
閉
鎖
的

・
排
外
的
な
土
司
制
度

の
中
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想

が
浮
か
ば
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
各
土
司

の
中
で
自
分
た
ち
の
生
活
を
守

っ
て
い
く
だ
け
な
ら
、
充
分
事

足
り
て

い
る
状
況
が
あ

っ
た
。
だ
が
土
司
に
よ
る
支
配
が
崩
れ
た
今
、
望
む
と
望
む
ま

い
と
、
現
地
民
た
ち
の
生
活
は
大
き
く
変
化
す
る
こ

と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
郡
爾
泰
や
張
允
隨

の
考
え
る
雲
南

の
発
展

の
た
め
に
は
、
人
と
物
が
自
由
に
行
き
来
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ

た
の
だ
。
少
な
く
と
も
内
地
か
ら
見
れ
ば
、
雲
南
は
も

っ
と
外
部

へ
開
か
れ
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
外
省
か
ら
流
入

す
る
人

は
増
加

の

一
途
を
た
ど
り
、
彼
ら
は
土
地
と
仕
事
を
求
め
て
雲
南
に
ど

つ
と
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

『奏

稿
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、

査
す
る
に
山
澤
自
然
の
利
、
原
よ
り
以
て
民
生
の
用
に
供
す
、
?
省
の
如
き
は
田
地
多
く
無
く
、
夷
人
こ
れ
を
耕
種
す
る
を
除
く
の
外
、
別
に
生

計
無
し
。
即
ち
本
地
の
民
人
、
ま
た
た
だ
力
田
す
る
を
知
り
、
逐
末
を
諸
じ
ず
。
凡
そ
両
遙
の
田
地
、
僅
か
に
演
民
種
植
す
る
に
敷
き
、
而
し
て

外
省
の
游
民
漫
境
に
流
入
す
る
者
、
数
十
万
を
下
ら
ず
、
皆
鉱
を
開
き
廠
に
走
る
に
頼
り
て
日
を
度
り
、
こ
こ
を
以
て
游
民
以
て
相
安
ん
ず
る
を

得
た

り
・

…
た

だ

思
う

績

省

の
鉱
徒

原

よ
り
各

省

の
流

民

に
系

る
・
(遇
・

ま

た

、潰
南

田
少

く

山
多

く
、

民
恒

産

鮮
く

、
ま

た
舟

車

通

じ
ず
、

末
利

ま

れ

に
有
り

。
た

だ

地
五

金
を

産
す

れ

ば
、

た
だ

に
本

省

の
民

人
多

く
鉱

を

開

く

に
頼
り

て
生

を

謀

る

の
み
な

ら
ず

、
即

ち
江

西

、
湖

広
、

川
、

陳

、
貴

州
各

省

の
民

人
、

ま
た

と
も

に

演

に
来
た

り

て
開
採

す

。
外

夷

の
地
方
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に
至
り
て
は
、
ま
た
皆
産
し
て
鉱
胴
有
る
も
、
夷
人
架
軍
煎
練
を
諸
じ
ず
、
た
だ
能
く
炭
を
焼
き
及
び
菜
疏
を
種
植
し
、
牲
畜
を
祭
養
し
、
廠
民

と
交
易
す
る
を
楽
い
、
以
て
そ
の
利
を
享
く
。
そ
の
石
曹
を
打
ち
鉱
を
開
く
者
、
多
く
漢
人
に
系
る
。
凡
そ
外
域
に

一
旺
盛
の
廠
有
り
て
、
立
即

に
聞
風
し
て
雲
集
す
る
は
、
大
抵
浜
、
購
及
び
各
省
そ
の
二
三
に
居
り
、
湖
広
、
江
西
そ
の
七
八
に
居
る
。
現
在
潰
省
の
銀
、
銅
各
廠
、
聚
集
攻

採
す
る
煮

通
計
し
て
何
ぞ
数
+
万
人
に
止
ま
る
や
・
(遇
・

と
あ
る
。
現
地
に
い
る

「夷
人
」
「本
省
民
人
」
は
た
だ
そ
こ
に
あ
る
土
地
を
耕
す
他
手
段
は
な
く
、
外
省
か
ら
雲
南

に
入

っ
て
く
る

「游

民
」
「流
民
」
は
数
十
万
を
下
ら
ず
、
そ
の
多
く
が
近
隣
省
の
漢
人
等
で
あ

っ
て
、
土
地
開
墾
し
て
入
植
す
る
の
で
は

な
く
、
銅
山
や
銀
山

に
集
ま

っ
て
各
廠
の
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
人
ロ
の
数
値
か
ら
も
こ
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
清
初
順
治
十
八
年

(
一
六
六

一
)
の
雲
南
省
人
丁
数
は
お
よ
そ
十

一
万
七
千

五
百
八
十
二
丁
、
こ
れ
が
雍
正
二
年

(
一
七
二
四
)
に
な
る
と
十
四
万
を
超
え
、
乾
隆
十
四
年

(
一
七
四
九
)
に
到
る
と
爆
発
的
に
増
え
て

(37

)

百
九
十

四
万
六
千
百
七
十
三
丁
に
も
上

っ
て
い
る
。
『奏
稿
』
中
の
数
字
を
拾

っ
て
み
る
と
、
乾
隆
六
年

(
一
七
四

一
)
度
分

の
報
告
に
よ

れ
ば
、
全
省
大
小
人
丁
合
わ
せ
て
九
十

一
万
七
千
百
八
十
五
丁
と
あ
る
。
但
し
こ
の
数
字
に
は
、
「番
界
苗
彊
の
さ
き

に
編
審
に
入
ら
ざ
る

(
38
)

者
」
「外

来
の
廠
に
走
り
貿
易
す
る
人
」
は
含
ま
れ
な

い
。
現
地
人
と
出
入
り
す
る
商
人
等
を
も
数
え
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
す
で
百
万
人
を

上
回

っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な

い
だ
ろ
う
。

清
朝

は

「盛
世
滋
生
」

の
繁
栄
を
迎
え
、
増
加
す
る
人
口
と
活
発
に
な
る
人
々
の
動
向
が
社
会
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
の

中
で
雲
南

に
も

つ
い
に

「
開
発
」
の
手
が
伸
び
て
き
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
雲
南
だ
け
で
は
終
わ
ら
な

い
、
全
国
規
模

で
進
め
ら
れ
る
開
発

の
気
運

が
あ

っ
た
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
乾
隆
七
年

(
一
七
四
二
)
に
発
せ
ら
れ
た
上
諭
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は

「そ
れ
天
下
萬
世

の
為
に
購
足

の
計
を
簿
る
者
は
、
独
り
農
事
を
以
て
先
務
と
為
さ
ず
」
と
し
て
、
穀
物
を
育
て
る
だ
け

の
農
事
で
は
な
く
、
「山
林
川
澤
丘

陵
」
そ

れ
ぞ
れ
の
土
地
に
よ

っ
て
天
然
資
源
を
も
開
発
し
、
そ
の
地

の
民
に
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
今
求
め
ら
れ
る
地
方
官

の
有
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り
様
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

国
家
承
平
し
て
日
久
く
、
生
歯
日
に
繁
す
。
凡
そ
資
生
養
購
の
源
、
亟
か
に
講
ず
る
を
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
小
民
利
に
趨
く
こ
と
、
驚
せ

　　

る
が
如
し
。
ま
た
あ
に
甘
ん
じ
て
惰
籏
を
為
し
、
山
林
川
澤
天
地
自
然
の
利
を
挙
げ
て
、
委
し
て
棄
壌
と
為
さ
ん
や
。

と
人
口
が
増
え
人
々
が
皆
利
を
求
め
て
疾
走
す
る
当
時
の
社
会
情
勢
を
述
べ
、
資
源
開
発
に
伴
う
混
乱
を
恐
れ
て
手
を
こ
ま
ね

い
て
い
る
地

方
官
が
多
く
、
そ
れ
が
逆
に
自
然
の
利
を
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
非
難
し
た
。
第

一
章
第
二
節
で
述
べ
た
張
允
隨

の

「聴
民
開
採
」
に

関
わ
る
上
奏
は
、
ま
さ
に
こ
の
上
諭
が
発
布
さ
れ
た
直
後
に
出
さ
れ
た
も

の
で
、
皇
帝

の
意
と
同
じ
く
す
る
内
容
を
主

張
し
て
い
る
。
上
諭

は
全
国

の
総
督

・
巡
撫

に
向
け
て
大

い
に

「聴
民
開
採
」
を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
乾
隆
七
年

の
上
諭
は
、
「聴
民
開
採
」
を
単
に
山

地
資
源

の
開
発
と

い
う
も

の
で
は
な
く
、
開
発
に
伴

っ
て
人

々
の
移
住
や
開
墾
、
そ
の
場
所
で
の
生
活
空
間
を
広
げ
て

い
く
こ
と
全
般
に
対

し
て
、

正
式
に
解
禁
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。

雲
南

に
話
を
戻
す
な
ら
ば
、
第

一
章
第

一
節
で
触
れ
た
乾
隆

二
年

(
一
七
三
七
)

の
水
利
に
関
す
る
上
諭
が
、
清
朝

も
認
め
る
本
格
的
な

雲
南
開
発
の
兆
し
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
翌
三
年

に
は
雲
南
銅
京
運
開
始
が
決
定
し
、
開
発
に
向
け
て
加
速
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

よ
り
時

代
を
広
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
三
藩
の
乱
終
結
直
後
に
察
銃
栄
の
打
ち
出
し
た

「聴
民
開
採
」
は
戦
後
処
理
を
主
と
し
た
清
朝
最
初

の
雲
南

開
発
策
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
銅
生
産
の
停
滞
を
呼
ぶ
こ
と
に
は
な

っ
た
が
、
貝
和
諾

の

「放
本
収

銅
」
策
に
よ
り
国
費

に
よ
る
銅
産
業

へ
の
挺
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
更
に

「改
土
帰
流
」
に
よ

っ
て
治
安
の
安
定
化
が
図
ら
れ
、
こ
れ
を
基
礎

と
し
て
以
後
都
爾
泰

を
初
め
と
す
る
総
督

・
巡
撫
等

の
雲
南
諸
政
策
が
行
使
さ
れ
、
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
改
土
帰
流
は
あ
く
ま
で
も
土
司
制

度
と
治
安
に
関
わ
る
大
き
な
変
革
を
雲
南
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
開
発
を
始
め
る
或
い
は
促
進
さ
せ
る
意
味
は
込
め
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
乾
隆
初
に
大
々
的
に
行
わ
れ
た
金
沙
江
開
墾
工
事
を
振
り
返

っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
張
允
隨

の
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数
々
の
政
策

の
中
で
も
異
彩
を
放

つ
、
他
に
類
を
見
な

い
事
業
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
前
か
ら
言

わ
れ
る
よ
う
に
雲
南

銅
と
の
関
係
に
終
始
し
、
特
に
京
運
開
始
に
契
機
が
あ
る
よ
う
に
見
な
す
の
は
、
ご
く
小
さ
な
範
囲
で
し
か
工
事
を
捉
え
て
い
な

い
。
京
運

開
始
以
前
か
ら
郡
爾
泰
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
外
部
と
の
交
流
を
何
よ
り
必
要
と
し
た
雲
南

の
現
状
が
あ

っ
た
。
彼
と
行
動
を
共
に
し

た
張
允
隨

な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
深
く
理
解
し
て
い
た
に
違

い
な

い
。
ま
た
新
た
な
生
活

の
場
を
求
め
る
内
地
か
ら

の
働
き
も
す

で
に
強

ま

っ
て

い
た
。
雲
南
銅
京
運
決
定
が
な
く
と
も
、
雲
南
が
今
後
も
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、

い
ず
れ
必
ず
成
さ
ね
ば
な
ら
な

い
事
業

で

あ

っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
よ
り
も
雲
南
を
知
り
尽
く
し
た
張
允
隨

が
指
揮
に
立

っ
た
か
ら
こ
そ
、
事
業

の
目
的
を
貫
徹
さ
せ
、

一
定

の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
清
朝

の
繁
栄
と
人
口
増
加
を
背
景
に
、
改
土
帰
流
を
経
て
次
段
階

へ
の

一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と

い
う
雲
南
に
と

っ
て
、
張
允
隨

と
金
沙
江
開
鑿

工
事
は
ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ

っ
た
。

お

わ

り

に

現
地

の
少
数
民
族
等
に
と

っ
て
、
改
土
帰
流
以
後
の
雲
南

の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
司
制
度
に
あ
る
意
味
守

ら
れ
て

い
た
彼
ら
の
生
活
圏
は
、
解
放
さ
れ
る
と
同
時
に
新
た
な
住
人

の
急
激
な
増
加
と
農
地
開
墾
、
相
次
ぐ
鉱
山
採
掘
の
嵐
に
巻
き
込
ま

れ
た
。
そ
れ
な
り
の
生
活
向
上
が
あ

っ
た
に
せ
よ
、
必
ず
し
も
良

い
結
果
だ
け
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
だ

ろ
う
。
開
繋
工
事
や

各
銅
廠

の
現
場
に
も
現
地
民
の
姿
は
な
い
。
そ
の
生
活
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
他
に
関
心
は
な
く
、
根
本
的
改
善
を
雲
南
政
策

の
中
心
に
据
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
総
督

・
巡
撫
に
率

い
ら
れ
た
雲
南
政
府
、
流
入
す
る
内
地
人
、
さ
ら
に
背
後
に
控
え

る
清
朝

政
府
に
と

っ
て
、
「開
発
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
現
地
民
不
在

の
実
質
的

「内
地
化
」
と
も
言
え
る
。

現
代
に

い
る
私
た
ち
が

「開
発
」
を
考
え
る
と
き
、

一
概
に
そ
れ
を
良
き
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
環
境
破
壊
と
い
っ
た
強

烈
な
副
作
用
を
伴
う

こ
と
が
あ
る
の
を
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
清
朝
中
期

の
人
々
、
那
爾
泰
や
張
允
隨

の
頭
の
中
に



そ
の
よ
う

な
意
識
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
行

い
に
疑
問
を
持

つ
余
地
は
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
盛
世
の
後
に
清
末
の
混
乱

へ

と

つ
な

が
る
歪
み
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
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註(1
)
拙
稿

「乾
隆
初
年
の
雲
南
金
沙
江
開
墾
工
事
に
つ
い
て
-
清
代
雲
南
に
お
け
る
航
道
開
発
事
業
の
一
事
例
と
し
て
ー
」
(『京
都
女
子
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
』
史
学
編
第
五
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
)
参
照
。

(2
)
拙
稿

「清
代
雍
正
期
に
お
け
る
郡
爾
泰
の
雲
南
経
営
-
改
土
帰
流
と
地
域
開
発
-
」
(『京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
』
史

学
編
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
)
参
照
。

(3
)
こ
の
時
期
の
雲
南
総
督
と
巡
撫
に
つ
い
て
は
、
表

(1
)
「雍
正
～
乾
隆
初
の
雲
南
総
督

・
巡
撫

一
覧
」
参
照
の
こ
と
。

(4
)
張
允
隨

の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
表

(2
)
「張
允
隨
年
表
」
参
照
の
こ
と
。

(5
)
『碑
傳
集
』
巻
二
十
二
、
蓑
枚

「武
英
殿
大
学
士
大
傅
文
端
公
郡
爾
泰
行
略
」。

一
時
魔
下
文
武
張
広
洒
、
張
允
隨
、
元
展
成
、
吟
元
生
、
韓
勲
、
董
芳
等
、
各
以
平
苗
立
功
、
致
身
通
顕
。

(6
)
楊
壽
川

「
『張
允
隨
奏
稿
』
述
評
」
(『西
南
古
籍
研
究
』
第

一
期
、

一
九
八
五
年
)
、
「張
允
隨
與
清
代
前
期
雲
南
社
会
経
済
的
発
展
」
(『雲

南
社
会
科
学
』
第
四
号
総
第
三
十
二
期
、

一
九
八
六
年
)
、
王
燕
飛

『清
代
督
撫
張
允
隨
与
雲
南
社
会
』
(雲
南
大
学
出
版
、
二
〇
〇
五
年
七

月
)
等
参
照
。

(7
)
方
国
喩
主
編
、
徐
文
徳

・
木
芹
纂
録
校
訂

『雲
南
史
料
叢
刊
』
(雲
南
大
学
出
版
、

一
九
九
八
年
～
)
第
八
巻

(二
〇
〇

一
年
五
月
)
所
収
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『張
允
隨
奏
稿
』
。
史
料
の
解
説
は
註

(1
)
拙
稿
、
七
十
七
頁
参
照
の
こ
と
。
以
降
特
に
説
明
が
な
い
限
り
引
用
の
史
料
は

『奏
稿
』
に
よ
る
。

(8
)
『奏
稿
』
乾
隆
六
年
八
月
初
六
日
の
上
奏
。

演
南
遠
庭
極
辺
、
界
連
外
域
、
漢
夷
雑
庭
。

一
切
辺
備
夷
情
以
及
調
剤
銅
塩
廠
課
諸
務
、
均
須
因
地
制
宜
、
…
。

(9
)
『奏
稿
』
雍
正
十
年
三
月
十
二
日
の
上
奏
。

但
昭
通
地
方
被
逆
保
変
叛
之
後
、
急
須
等
劃
調
剤
。
署
督
臣
高
其
悼
與
臣
商
委
楚
雄
府
知
府
儲
之
盤
等
前
往
清
丈
田
地
、
分
給
承
種
、
令
附

近
昭
通
府
州
県
招
募
願
往
耕
作
農
民

一
千
戸
。
已
振
各
属
申
報
、
陸
続
起
程
到
昭
。
…
動
支
司
庫
銀
二
万
両
、
委
臨
安
府
同
知
李
充
望
等
先

往
川
省
附
近
昭
境
之
叙
州
府

一
帯
採
買
米
石
。
…
臣
等
又
因
彼
地
米
種
、
豆
麦
、
仲
春
黎
地
布
蕎
、
民
食
粁
種
尤
急
、
復
令
撲
運
附
近
各
属

米
蕎
到
昭
、
借
給
保
民
墾
戸
及
時
播
種
、
傳
無
乏
食
之
虞
。

(10
)
『奏
稿
』
乾
隆
五
年
閏
六
月
二
十
二
日
の
上
奏
。

潰
省
各
府
州
県
地
方
、
夷
民
村
纂
、
凡
有
未
墾
之
土
、
如
成
段
、
成
垣
者
、
傍
照
例
報
墾
陞
科
外
、
其
山
頭
、
地
角
、
崎
零
棄
土
、
令
地
方

官
出
示
、
明
白
暁
諭
、
聴
該
地
夷
民
用
力
開
墾
、
免
其
陞
科
、
厳
禁
豪
強
首
争
之
弊
、
傅
勤
耕
力
作
之
窮
民
無
所
疑
畏
、
自
必
尽
力
開
控
、

無
論
稲
、
麦
、
雑
根
、
播
種
収
穫
、
毎
年
可
以
多
得
粁
粒
、
似
干
辺
地
民
生
不
無
稗
益
。

(11
)
『奏
稿
』
乾
隆
二
年
閏
九
月
十
九
日
の
上
奏
参
照
。

(12
)
『奏
稿
』
乾
隆
六
年
十
月
十
九
日
の
上
奏
。

山
高
水
下
、
本
非
中
原
沃
野
可
比
。
而
夷
保
雑
居
、
刀
耕
火
褥
、
亦
與
東
南
各
省
人
工
克
修
者
不
同
。
計
田
制
賦
、
未
能
尽
符
中
土
科
則
。

以
現
在
通
省
田
地
頃
畝
合
之
、
額
征
銀
米
数
目
、
尚
不
及
什

一
之
数
。
惟
其
土
瘡
民
貧
、
是
以
賦
軽
敏
薄
、
然
定
額
之
初
、
其
中
傍
有
崎
軽

晴
重
之
殊
、
不
能
均
平
画

一
。

(13
)
『奏
稿
』
乾
隆
五
年
十

一
月
二
十
日
の
上
奏
参
照
。
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(
14
)
星

斌
夫

『中

国
社
会

福
祉

政
策

史

の
研
究

』

(国
書

刊
行
会

、

一
九

八
五
年

九
月

)
、

『
中
国

の
社
会

福
祉

の
歴
史
』

(山

川
出
版

社

、

一
九
八

八
年

七
月

)
参

照
。

(
15
)

『奏

稿
』

乾
隆

二
年

閏

九
月

十
九

日

の
上
奏

。

欲

重
農

功
、

必
先

興
水
利

。

…
臣
伏

査

演
省

山
多
披

大
、

田
号

雷
鳴

、
形
如

梯

澄
。

即
在
平

原
、

亦
鮮

近
水

之
区

、
水

利
尤
為

緊

要
。

且

演

省

水
利

与
別

省
不

同

…
。

1716口 口
21201918
口 口 口 口

『奏
稿
』
乾
隆
二
年
閏
九
月
十
九
日
の
上
奏
参
照
。

『高
宗
実
録
』
巻
四
十
、
乾
隆
二
年
四
月
癸
亥
の
条
。

水
利
所
関
農
工
纂
重
。
雲
南
蹉
歩
皆
山
、
不
通
舟
揖
、
田
号
雷
鳴
、
民
無
積
蓄
。

一
遇
荒
歎
、
米
価
騰
貴
、
較
他
省
過
数
倍
。
是
水
利

一
事
、

尤
不
可
不
亟
講
。
朕
常
時
簿
慮
、
曾
面
詞
大
学
士
蔀
爾
泰
、
振
奏
臣
前
任
雲
南
、
凡
可
以
疏
溶
庭
所
已
漸
次
興
挙
。
因
広
西
省
産
米
甚
多
、

如
可
通
舟
、
即
能
接
済
、
曾
委
開
広
西
剥
隆
地
方
、
至
雲
南
属
広
西
府
。
河
道
錐
已
有
頭
緒
、
猶
恐
未
能
深
通
。
再
四
川
省
亦
産
米
之
区
、

演
屡
尋
旬
州
之
牛
欄
江
、
其
下
有
車
洪
江
、
流
水
可
通
川
江
。
若
能
開
通
川
江
舟
揖
、
可
直
通
嵩
明
州
之
河
口
。
…

(中
略
)
…
此
外
川
河

前
経
引
導
、
現
有
可
達
昭
通
者
。
若
由
昭
通
次
第
開
墾
、
或
可
通
牛
欄
江
、
亦
大
有
稗
益
等
語
。
…

(中
略
)
…
無
論
通
卑
通
川
及
本
省
河

海
、
凡
係
水
利
及
凡
有
関
干
民
食
者
、
皆
当
及
時
興
修
不
時
疏
溶
、
総
期
有
備
無
患
。
要
須
因
地
制
宜
、
事
可
謀
成
。
断
不
応
惜
費
、
如
難

奏
致
、
亦
不
必
強
作
。

『奏
稿
』
乾
隆
七
年
十

一
月
十
七
日
の
上
奏
参
照
。

梁
方
仲
編
著

『中
国
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
(上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
)
三
百
八
十
頁
参
照
。

『奏
稿
』
雍
正
十
三
年
七
月
十
三
日
の
上
奏
参
照
。

票
銃
栄
に
つ
い
て
は

『清
史
稿
』
巻
二
百
五
十
六
、
列
伝
四
十
三

「察
銃
栄
」
参
照
。
「聴
民
開
采
」
を
含
む
彼
の
雲
南
政
策
に
つ
い
て
は
、
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方

国
喩

主

編

『
雲
南

史
料
叢

刊
』

(
雲
南

大
学

出
版

、

一
九
九

八
年

)
第

六
巻

「箒

演

十
疏
」

参

照
。

(
22
)

『奏

稿
』

乾
隆

七
年

七

月
初

五
日

の
上
奏

。

各
省

山

澤
鉱

廠
之

利

、
宜
聴

民

開
採

也
。

査

山
澤

自
然

之
利

、

原
以
供

民

生
之

用
、

如

愼
省

田
地

無
多

、
夷

人

除
耕

種
之

外
、

別
無

生

計
。

(
23
)

『奏

稿
』

乾
隆

七
年

七
月

初

五
日

の
上
奏

。

行
令

地
方

官
、

干
境

内
実

力
査

勘
、

如
深

山
遽

谷
有

出
産
金

、
銀

、
銅

、
錫

、
鉛

斤
以

及
朱

砂
、

水
銀

、
煤

、
鉄
諸

鉱

、
可
資

財

用
、
査

明

実
系

無
主

荒
山

、

不
碍

田
園

、
盧
墓

、

聴
民

呈
報

開
採

、
薄

其
課

額
、

厳
禁

官
吏

侵
漁

、

則
無
業

貧

民
衣
食

之

計
、

頼
以
益

広

　
。

(
24
)

「
放
本

収
銅

」

に
関

し

て
は
、
厳

中
平

『清

代
雲

南
銅

政
考
』

(中
華

書

局
、

一
九

五
七
年

十
月

)
、
藩

向

明

「
清
代

雲
南

的
鉱
業

開
発

」

(馬

汝

桁

・
馬

大
正

主
編

『清

代

辺
境

開
発

研
究

』

(中
国

社
会

科
学

出

版
、

一
九

九

〇
年

十

一
月
)
)
、
市

古

尚

三

『清

代
貨

幣
史

考
』

(
鳳
書

房
、

二
〇

〇
四
年

三
月

)
等

参

照
。

貝
和
諾

に

つ
い
て

は
、

『清

史
稿

』
巻

二
百
七

十
六

列
伝

六
十

三

「
貝
和

諾
」

参

照
。

(
25
)

『奏

稿
』
乾

隆

二
年

十

一
月
十

六

日

の
上
奏
参

照

。

(26
)

厳
中

平

『清
代

雲
南

銅
政

考
』

(中

華
書

局
、

一
九

五

七
年
十

月
)

七

十
九
頁

「
雲
南
全

省

銅
廠
報

採

請
封
在

採

廠
数

表
」

参

照
。

(27
)

『清
史

稿
』

巻

三
百

七
、

列
伝

九
十

四

「
張
允
隨

」
。

允
隨

綜
銅

廠
事

、
察

知
奮

廠
産

尚
富

、
増

其
値

。

民
楽

於
開
採

、

奮
廠
復

盛

。

又
開
大

龍
湯

丹
諸

新
廠

、
歳

得
銅

八

九
百

万
斤

供
用

。

(28
)

註

(26
)

に
同

じ
。

(29
)

『奏
稿

』
雍

正

十

二
年

五
月

二
十
七

日

の
上
奏
参

照

。

(30
)

『奏
稿

』
雍

正

十
三
年

七

月
十

三

日

の
上

奏
参

照
。

(
31
)
方

国
鍮

主
編

『
雲
南
史

料

叢
刊
』

(雲

南

大
学

出
版

、

一
九
九

八
年

)
第

十

一
巻

『演
海

虞
衡

志
』

巻

之

二
志

金

石

昔

潰
銀
盛
時

、
内

則

昭
通

之
楽

馬
、

外
則

永
昌

之
募

龍

(茂
隆

)
、

歳
出

銀
不

貨
、

故
南

中
富

足
、

且

利
及

天
下

。
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35
　 　 　
343332口 口 口

 

(
36
)

　 　 　
393837

呉
尚
賢
に
つ
い
て
は
、
方
樹
梅
纂
輯

『演
南
碑
伝
集
』

(雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
七
月
)
巻
末

「呉
尚
賢
伝
」
参
照
。

『奏
稿
』
乾
隆
十
五
年
正
月
二
十
四
日
の
上
奏
参
照
。

『奏
稿
』
乾
隆
六
年
十
月
十
九
日
の
上
奏
。

地
庭
極
辺
、
界
連
外
域
、
漢
夷
雑
庭
、
蛮
裸
環
居
、
安
内
擾
外
之
図
、
較
之
他
省
、
倍
関
緊
要
。

『奏
稿
』
乾
隆
七
年
七
月
初
五
日
の
上
奏
。

査
山
澤
自
然
之
利
、
原
以
供
民
生
之
用
、
如
演
省
田
地
無
多
、
夷
人
除
耕
種
之
外
、
別
無
生
計
。
即
本
地
民
人
、
亦
ロ
ハ知
力
田
、
不
諸
逐
末
。

凡
両
遙
田
地
、
僅
敷
潰
民
種
植
、
而
外
省
游
民
流
入
演
境
者
、
不
下
数
十
万
、
皆
頼
開
鉱
走
廠
度
日
、
是
以
游
民
得
以
相
安
。
…
但
思
演
省

鉱
徒
、
原
系
各
省
流
民
、
…
。

『奏
稿
』
乾
隆
十

一
年
五
月
初
九
日
の
上
奏
。

愼
南
田
少
山
多
、
民
鮮
恒
産
、
又
舟
車
不
通
、
末
利
孕
有
。
唯
地
産
五
金
、
不
但
本
省
民
人
多
頼
開
鉱
謀
生
、
即
江
西
、
湖
広
、
川
、
陳
、

貴
州
各
省
民
人
、
亦
倶
来
演
開
采
。
至
外
夷
地
方
、
亦
皆
産
有
鉱
桐
、
夷
人
不
諸
架
軍
煎
練
、
唯
能
焼
炭
及
種
植
菜
疏
、
察
養
牲
畜
、
楽
與

廠
民
交
易
、
以
享
其
利
。
其
打
石
曹
開
鉱
者
、
多
系
漢
人
。
凡
外
域
有

一
旺
盛
之
廠
、
立
即
聞
風
雲
集
、
大
抵
漫
、
密
及
各
省
居
其
二
一二
、

湖
広
、
江
西
居
其
七
八
。
現
在
演
省
銀
、
銅
各
廠
、
聚
集
攻
采
者
、
通
計
何
止
数
十
万
人
、
…
。

註

(19
)
に
同
じ
、
二
百
五
十
八
頁
参
照
。

『奏
稿
』
乾
隆
七
年
十

一
月
十
七
日
の
上
奏
参
照
。

中
国
第

一
歴
史
櫨
案
館
編

『乾
隆
朝
上
諭
棺
』
第

一
冊
、
第
二
〇
二
四
番
。

国
家
承
平
日
久
、
生
歯
日
繁
。
凡
資
生
養
贈
之
源
、
不
可
不
為
亟
講
。
夫
小
民
趨
利
、
如
驚
。
亦
量
甘
為
惰
籏
、
挙
山
林
川
澤
天
地
自
然
之

利
、
委
為
棄
壌
哉
。



表(1)〈 雍 正～ 乾 隆初 の雲南 総督 ・巡 撫一 覧 〉 ※参考 『清代職官年表』銭實甫編 中華書局1980年7月
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表(2)〈 張允隨 年表 〉

参考史料:『 清史稿 』巻三百七 列傳九十四 「張允隨 」

『清史列傳 』巻十六 大 臣書一傳櫨正編十三 「張允隨 」

『碑傳集』巻二十六 乾隆朝宰輔上 「張允隨 」

①沈徳潜 「光禄大夫太子太保東閣大学士兼禮部尚書認文和張公允隨 傳」

② 陳宏謀 「大学士慶寧張文和公神道碑」

※以 下引用文 は 『清史稿 』か ら→(史 稿)、 『清 史列 傳』か ら→(列 傳)

『碑傳集 』か ら→(碑 傳)で 示 す

○ 張允隨(ち ょう ・いんずい)字 観 臣(き ん しん)号 時齋 漢軍鑛黄旗人

「祖一魁、福建郡武府知府、有政績、祀名宙。」(史稿)

「允隨由監生指光禄寺典簿。」(列傳)

康 煕53

57

雍正元年6月

2年11月

12月

5年6月

11月

8年5月

8月

10年 ～

12年9月

13年8月

乾隆2年

江南寧国府同知を授けられる

雲南楚雄府知府に擢せらる

廣南府に調せ らる 「丁母憂、総督郡爾泰等請留司銅廠。」(史稿)

「母憂去官、督撫合疏請留演司銅務。」(碑傳①)

特に曲靖府知府に用いられる

雲南狼儲道に擢せらる

「郡爾泰復薦可大任、上召入見。」(史稿)

「都文端公爾泰薦公堪勝大任、世宗皇帝召見勤政殿、奏封着剴切、授雲南按察

使司」(碑 傳①)

雲南按擦使に遷さる

雲南布政使に擢せらる

「雲南産銅供鋳銭、寳源、賓泉二局需銅急、責委員領努採洋銅、洋銅不時至。允

随綜銅廠事、察知薔廠産尚富、増其値。民楽於開採、奮廠復盛。又開大龍、湯

丹諸新廠、歳得銅八九百萬斤供用。乃停採洋銅、国幣省、官累亦除。」(史稿)

貴州布政使に調せらる

雲南巡撫を授けられる

「允隨官雲南久、熟知郡国利病、山川険要、苗、夷情状。」(史稿)

雲南について上奏他

「又疏以雲南各府州或兵少米多、請以額徴秋米石折銀一両、或兵多米少、請以

額徴條銀雨収米一石。」等々(史 稿)

廣西府での制銭鋳造開始を請う上奏をする 「下部議行」(史稿)

「疏報蒙化府墾田二十六頃有奇。」(史稿 ・列傳)

署雲南総督 となる

「疏 言、雲南水利與他省不 同、水 自山出、勢 若建 令瓦。大率水 高田低 、自上而下、

當 溶溝渠、使 盤旋 曲折 、承以木視 、石槽 、引使概 田。偶有 田高水 低、則宜車

斥 。又或雨後水 急、則 宜塘 蓄。低 道小港水 阻恐傍溢 、則宜疏水 口使得暢流。

山多沙磧、水獲嫌迅激 、則 宜築隈捻、偉 護田畝。… …J(史 稿)
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乾隆3年3月

5年6月

6年4月

7年

11月

8年5月

10年3月

12年3月

13年4月

15年 正月

3月

16年3月

「請停鋳銭運。」(史 稿)「 疏請停 鋳運京銭。」(列 傳)

署貴州総督となる

ふたたび署雲南総督となる

「先是、允隨 請開通金沙 江水道、上命都統新柱 、四川総督サ継 善會勘。」(列 傳)

「疏言、金 沙江獲源西域 、入雲 南経 麗江、鶴 慶、永北 、挑安、武定 、東川、昭

通七府、至 叙州入川江 。東川府 以下、南岸 隷雲南、 北岸隷 四川。螢温分布、

田盧相望 。至大井鰯 以上、南岸 尚有 田盧 、北岸皆高 山。山後 沙馬、阿都雨土

司地、從前 舟揖所不至 。 自烏 蒙改流設鎮 、雲南兵米 、毎歳羅 自四川、皆 自叙

州新開灘至永嘉黄草坪 五百八十里、源流 而上。更上 自黄草坪至 金沙廠六十里、

商舶往来。 臣等相度、 内有大漢漕、 凹崖 、三腔、鋸鍋耳諸灘 険悪、鷹行修理。

更上 自金 沙廠 至濫 田煽 最険、 次則 小溜筒 。臣等相度 開繋子河。 更上 自讐佛灘

至娯舩嶺 、十五灘相接 、石巨 工戴 。臣等令 改修陸路 、以避其 険。雲南地庭極

邊、民無蓋 蔵設遇水旱 、米価増昂 。今 開通川道、有 備無患。上諭 日、既可 開

通、妥協為 之、以成此 善基。允隨 主辮其役 、計程千 三百絵里 、m十 飴萬、

経年而工成。」(史 稿)

雲南巡撫(総 督?)を 授け らる

※ 「是月、授雲南 巡撫」(列 傳)「 授雲南 総督、兼 管巡撫」(史 稿)・ 列傳校勘

記参照

太子少保を授けらる

雲貴総督を授けらる

金沙江開盤工事終了

乾隆帝に謁見、東閣大学士を授けられ、礼部尚書を兼務す 「礼部侍郎」(列傳)

太子太保を授けらる

死去、文和 と詮 さる

「遺疏上 、諭日、張允隨 簡任中外 、宣力有年 。忽聞濫逝 、朕心深為翰側 。庶得

卸 典、察例具奏。旋賜 祭葬、設文和。」(列 傳)


